
河川愛護モニターとは、信濃川沿いにお住まいの方から、河川の様子や使いやすさ

など、地域の皆さまの声を届けていただいたり、ご意見をいただくもので、信濃川下

流河川事務所では、毎年４名程度の方を委嘱しています。

令和４年度も広く公募し、応募いただいた方の中から、計４名（男性３名、女性１

名）の方を選出し、7月から１年間の活動をお願いすることとしました。

河川愛護モニターは毎年委嘱しておりますが、委嘱式は令和元年度以来3年ぶりと

なります。

１．日 時 令和４年７月４日（月）１０時から

２．会 場 信濃川下流河川事務所 １階会議室

３．内 容 令和４年度「河川愛護モニター」委嘱式

地域の皆さまの声を行政に
～公募した地域の方を河川愛護モニターに委嘱し、様々な声を行政に反映～
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＜お問い合わせ先＞

国土交通省北陸地方整備局 信濃川下流河川事務所

過去の愛護モニター委嘱式の様子


